
応募できる日 ７月３日（月）～９月５日（火） 

 11月20日は「たじみ子どもの権利の日」 

たのしかった思い出、おとなになったらやりたいこと、 

大切にしているものなど、自由にかいてね！ 

応募できる人   多治見市内に住んでいる、または市内の園や学校に通っている高校3年生までの子ども。 

 

作品のきまり   応募は1人１作品。八つ切(約39㎝×27㎝)サイズの画用紙に横書きでかいてください。 

         絵をかく材料やデザインなどは自由です。 

         ※用紙サイズの違うものは審査の対象外となります。 

 

応募のしかた   作品の裏面に、作品の題名、氏名、園・学校名、学年を書いて、作品を折り曲げずに多治見市役
所 本庁舎１階くらし人権課までお持ちいただくか、園・学校の先生にお渡しください。                          

 

発表・表彰式   受賞された人へは園や学校を通じて通知をします。 

         広報「たじみすと」やホームページなどに結果を発表します。 

         表彰式は秋に開催予定です。詳細が決まりましたら、園・学校を通じてお知らせします。 

 

  賞      優秀賞 ： 幼児の部、小学生の部、中学生の部、高校生の部の各部門から選びます。 

         最優秀賞 : 優秀賞の中から1点選びます。 

         受賞作品は2023年「たじみ子どもの権利の日」のポスターやリーフレットに使用します。 

 

 展覧会     全応募作品の展覧会を秋に開催します。 

         詳細が決まりましたら、広報「たじみすと」や市ホームページでお知らせします。 

 

作品の返却    応募作品は園や学校を通じて、記念品と一緒に返却します。 

 

個人情報の    作品に書かれた個人情報（名前、学校名等）は広報「たじみすと」、受賞結果発表（広報、市 

取り扱い     ホームページ等）や通知及び展覧会に使用させていただきます。 

     その他の目的には使用しません。 

 

 その他     作品の著作権は主催者である多治見市が所有することとします。 

         作品は子どもの権利を広めるために活用させていただきます。 

 

 

   応募・問合せ先  多治見市役所 本庁舎１階 環境文化部くらし人権課 

             〒507-8703 多治見市日ノ出町２－15   

               ☎ 0572-22-1128 
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